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川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

 

平成２５年 ６ 月 ３ 日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正す

る条例 

川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例（昭和４６年川崎市

条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第１４条の３から第１４条の５までの規定中「南部地域療育センター」の次

に「又は北部地域療育センター」を加える。 

第１４条の６中「南部地域療育センター」を「地域療育センター」に改める。 

第１５条中「（南部地域療育センターにあっては第４号を、北部地域療育セ

ンターにあっては第５号を除く。）」を削り、同条第４号を削り、同条第５号

中「第１号から第３号まで」を「前３号」に改め、「南部地域療育センター」

の次に「又は北部地域療育センター」を加え、同号を同条第４号とする。 

第１５条の２及び第１５条の３を削り、第１５条の４第１項中「南部地域療

育センター」を「地域療育センター」に改め、同条を第１５条の２とし、第１

５条の５を第１５条の３とする。 



第１６条第１項を削り、同条第２項中「南部地域療育センター」の次に「又

は北部地域療育センター」を加え、同項を同条とする。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第１４条の３の改正規

定（指定管理者に北部地域療育センターの管理を行わせることに係る部分を除

く。）は、公布の日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

北部地域療育センターの管理を指定管理者に行わせることとし、及び利用料

金制を導入するため、この条例を制定するものである。 


